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船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正について 
 

１．背景 

 船舶による液体化学薬品のばら積運送については、国際海事機関（以下「IMO」という。）に

おいて策定された危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規

則（以下「IBC コード」という。）等により、運送に係る技術基準が課せられており、我が国にお

いても、危険物船舶運送及び貯蔵規則（昭和 32 年運輸省令第 30 号）に基づく船舶による危

険物の運送基準等を定める告示（昭和 54 年運輸省告示第 549 号。以下「危告示」という。）

の中に、運送要件（船形、タンクの型式等）を取り入れ、安全規制を実施している。 

 今般、令和元年６月に開催された第 101 回 IMO 海上安全委員会において、IBC コードが改

正されたことに加え、IBC コードに列記されていない物質について危険性等の評価・承認が

行われ、MEPC. 2/Circ. 24 により４物質の液体化学薬品について運送に係る技術基準が追

加されたところ。 

上記を踏まえ、危告示において当該改正内容を担保する必要がある。 

 

２．概要 

⑴ 液体化学薬品に対する船型等の運送要件（危告示別表第８の３の表）について、IMO に

よる IBC コード第 17 章（最低要件一覧）の改正に伴う所要の改正を行う。 

 

⑵ IBC コード第 15 章（特別要件）に硫化水素検知器の搭載義務が新規に追加されることに

伴い、危告示別表第８の３の表に関し、特別要件が定められている備考 12 において、硫

化水素検知器の搭載義務要件を加える。 

 

⑶ クレオソート（コールタールから得られた有機化合物及びその混合物であって、炭素数

が８から 22 までのもののうち、分子量が 116 から 278 までのものに限る。）等、MEPC. 

2/Circ. 24 で追加された４物質の液体化学薬品を危告示別表第８の３に追加する。 

 

⑷ その他所要の改正を行う。 

 

３．今後のスケジュール 

公布：令和２年 10 月１日 

施行：令和３年 01 月１日 


